
「海

防

年

表

考
」

本
会
が

『神
奈
川
県
史
　
資
料
編
１０
　
近
世
０
海
防
開
国
』
の
学
習

（以

下
県
史
海
防
編
と
す
る
）
を
始
め
た
の
は

一
九
八
八
年
二
月
の
例
会
か
ら
で

あ
り
、
既
に
九
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
が
飯
島
年
表

（１
）を

知

っ
た
の
は
つ
い
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
労
作
を
そ
れ
ま
で
知

ら
な
か
っ
た
の
は
、
幕
末
史
を
自
分
の
直
接
の
研
究
対
象
と
し
て
選
ん
だ
こ

と
が
な
い
と
は
い
え
ち
ょ
っ
と
気
恥
ず
か
し
い
思
い
が
す
る
。
今
回
の
特
集

で
、
私
自
身
が
ど
ん
な
形
で
関
わ
れ
る
か
、
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
例
会
で
学

ん
で
き
た
事
項
の
年
表
を
つ
く
る
こ
と
が
私
の
課
題
と
な

っ
た
。
そ
の
結
果

労
作
飯
島
年
表
の
存
在
を
知
る
こ
と
に
な

っ
た
。
当
初
略
年
表
を
つ
く
れ
ば

と
思

っ
て
い
た
安
易
な
考
え
は
吹
き
飛
ん
で
し
ま

っ
た
。
し
か
し
、
冷
静
に

飯
島
年
表
に
本
会
の
例
会
の
記
録
を
ぶ
つ
け
て
み
る
と
い
く
つ
か
の
問
題
点

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
を
箇
条
書
き
風

に
記
す
こ
と
に
し
た
。

（
一
）
文
化
十

（
一
八

一
三
）
年
間
十

一
月

「三
浦
郡
鴨
居
村
水
主

一
同
会
津

藩
鴨
居
陣
屋
へ
水
主
役
賃
銭
引
き
上
げ
を
願
う

〔県
海
二
九
〕」
（２
）。

飯
島
年
表
が
典
拠
と
し
て
い
る
史
料
は
、
県
史
海
防
編
所
載
史
料
番
号
二

九

「文
化
十
年
間
十

一
月
　
軍
船
水
主
役
難
渋

二
付
願
書
」
で
あ
る
。
我
々

は
こ
の
史
料
を

一
九
八
八
年
四
月
の
例
会
で
読
ん
だ
。
飯
島
年
表
で
は
単
な

る
賃
上
げ
願
い
と
な

っ
て
い
る
が
、
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
史
料

の
内
容
は
、
昨
年
当
局
は
、
そ
れ
ま
で

「足
役
」
を
免
除
さ
れ
て
い
た

「軍

船
水
主

一
統
」
に
対
し
て

「水
主
之
者
共
足
役
相
勤
候
上
は

一
日
二
付
三
百

文
、
又
は
務
方
里
数
高
下
二
依
て
或

ハ
一
日
又
は
半
日
、
右
之
割
ヲ
以
足
役

御
渡
シ
被
下
成
候
様
被
間
仰
候

二
付
、
依
之
水
主

一
統
承
知
仕
、
右
両
様
々

内

　

田
　

修

　

道

二
相
務
申
候
」
。
と
こ
ろ
が
、
今
年
に
な

っ
て

「壱
ヶ
年
二
付
弐
百
文
宛
御
渡

シ
被
下
成
候
様
被
聞
仰
候
」
。
こ
れ
で
は
去
年
の
約
束
と
は

「莫
太
之
相
違
」

で
あ
り
、
「右
様
二
て
は
当
村
水
主

一
統
難
渋
至
極
仕
候
二
付
、
相
務
兼
申
候
」

と
会
津
藩
の
突
然
の
方
針
転
換
に
対
し
て
善
処
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
事

実
は
賃
下
げ
に
対
す
る
回
復
願
い
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
嘆
願
書
に
は
川
越
藩

と
比
較
し
た
場
合
会
津
藩
統
治
の
顕
著
な
特
質
―
力
の
統
治
―
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
（３
）。

（二
）
文
政
三

（
一
八
二
〇
）
年

一
二
月
二
八
日

「幕
府
、
会
津
藩
主
松
平
容

衆
の
内
願
に
よ
り
、
相
模
国
海
防
を
免
じ
、
台
場

。
遠
見
番
所

。
陣
屋

等
設
備
金

一
万
両
を
支
払
う
　
ま
た
浦
賀
奉
行
に
海
防
の
引
継
を
命
ず

る

〔県
海
六

・
三
二

・
三
二
〕
」

飯
島
年
表
の
典
拠
と
し
た
史
料
は
県
史
海
防
編
所
載
史
料
番
号
六

「文
政

三
年
十
二
月
　
松
平
容
衆
相
州
海
防
を
解
任
、
浦
賀
奉
行
等
と
交
代
」
、
同
三

二

「
文
政
三
年
十
二
月
　
松
平
容
衆
相
州
警
衛
解
任
の
達
」
、
同
三
二

「文
政

三
年
十
二
月
松
平
容
衆
相
州
警
衛
骨
折
に
つ
き
時
服
拝
領
申
渡
書
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
二
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。　
一
つ
は

「台
場

。
遠
見
番
所

。
陣
屋
等

設
備
金

一
万
両
支
払
う
」
の
表
記
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
幕
府
と
会
津
が
対
等

な
関
係
な

っ
て
し
ま
う
。
史
料
で
は

「台
場

ハ
勿
論
、
遠
見
番
所

。
陣
屋
共

其
儘
可
被
差
置
候
、
右
二
付
為
御
手
当
金

一
万
両
被
下
候
」
と
あ
り
、
あ
く

ま
で
も
お
上
が

「被
下
」
の
で
あ
る
。
第
二
の
問
題
点
は
な
ぜ
会
津
藩
は
相

州
警
衛
を
免
ぜ
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
飯
島
年
表
で
は
こ
れ
に
関

連
す
る
事
項
が
見
い
だ
せ
な
い
。
会
津
藩
が
仙
台
藩
と
と
も
に
蝦
夷
地
防
衛

を
命
ぜ
ら
れ
、
樺
太

・
利
尻

。
松
前
に
出
兵
し
た
の
は

一
八
〇
八
年

（文
化
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五
）

一
月
、
そ
の
年
の

一
二
月
に
帰
藩
し
た
。
こ
の
重
要
な
時
期
に
寛
政
改

革
以
来
の
リ
ー
ダ
ー
家
老
田
中
二
郎
兵
衛
が
病
死
し
、
し
か
も
藩
主
容
衆
は

僅
か
六
歳
で
あ

っ
た
。
そ
の
約

一
年
後
に
相
州
警
衛
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
突
然
の
リ
ー
ダ
ー
の
喪
失
、
幕
府
軍
事
力
の
中
核
と
し
て
の
立
場
か
ら

く
る
過
重
な
財
政
負
担
、
ま
さ
に
会
津
藩
は
危
機
的
状
況
で
あ

っ
た
。
こ
こ

で
注
目
す
べ
き
事
実
は
、　
一
八

一
四
年

（文
化

一
四
）
藩
主
容
衆
に
将
軍
家

斉
の
女
、
元
姫
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
、　
一
八
二

一
年

（文
政
四
）
に
婚
儀

が
成
立
し
た
こ
と
で
あ
る
（４
）。
こ
の
事
態
を
理
解
す
る
上
で
、
参
考
に
な
る

の
は
天
保
十

一

（
一
八
四
〇
）
年
十

一
月
に
命
令
さ
れ
、
翌
年
六
月
に
中
止

に
至

っ
た
三
方
領
地
替
を
め
ぐ
る
川
越
松
平
家
の
動
向
で
あ
る
。
松
平
斉
典

が
世
嗣
と
し
て
大
御
所
家
斉
の
第
二
四
男
紀
五
郎
斉
省
を
迎
え
た
の
は
文
政

十

（
一
八
二
七
）
年
、
そ
の
翌
年
に
姫
路
転
封
を
歎
願
し
た
。
天
保
九

（
一

八
三
八
）
年
、
天
保
十

一
年
に
は
上
州
前
橋
帰
城
を
歎
願
し
て
い
る
。
そ
の

内
容
は
①
明
和
四

（
一
七
六
七
）
年
以
来

一
二
回
転
封
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
、

②
川
越
に
移
城
し
て
以
来
極
度
に
藩
財
政
が
窮
乏
し
た
こ
と

（天
保
八
年
ま

で
の
幕
府
か
ら
の
拝
借
金
、
京
都
大
坂
江
戸
及
び
領
内
の
商
人
等
か
ら
借
金

が
四
〇
万
両
に
達
し
て
い
た
）
③
現
状
を
打
開
す
る
に
は
前
橋
帰
城
と
二
万

石
の
加
増
が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
九
年
の
歎
願
書
で
は
養
子
斉

省
の
行
末
を
案
ず
る
実
父
家
斉
の
親
子
心
に
訴
え
、
斉
省
か
ら
も
老
中
水
野

忠
邦
と
大
奥

（生
母
お
糸
の
方
に
期
待
）
宛
に
歎
願
書
を
出
し
て
い
る
（５
）。

ま
さ
し
く

「百
姓
成
立
」
な
ら
ぬ

「藩
成
立
」
に
必
死
の
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

十

一
年
の
三
方
領
地
替
の
発
令
は
こ
う
し
た
動
き
を
前
提
と
し
て
お
り
、
家

斉
の
死
が
そ
の
中
止
と
な

っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
会
津
藩
容
衆
の
婚
儀
も

同
様
の
視
角
か
ら
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
相
州
警
衛
免
除
の
決
定
的
条
件
で

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
藩
主
容
衆
に
将
軍
家
斉
の
女
、
元
姫
を
迎

え
る
こ
と
に
な
り
、　
一
八
二

一
年

（文
政
四
）
に
婚
儀
が
成
立
し
た
こ
と
は

す
く
な
く
と
も
参
考
欄
に
は
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（三
）
文
政
四

（
一
八
二

一
）
年

一
月

一
三
日

「川
越
藩
、
相
模
国
海
防
に
あ
た

り
密
偵
を
三
浦
郡
に
派
遣
し
、
二
九
日
報
告
書
成
る

〔逗
子
二
六

一
〕」

こ
こ
で
は
川
越
藩
が
会
津
藩
の
統
治
の
特
質
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
た
の

か
、
こ
の
地
域
に
と
っ
て
統
治
の
質
的
転
換
を
意
味
す
る
重
要
な
局
面
で
あ

る
の
だ
か
ら
、
そ
の
質
を
示
す
記
述
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば

「会
津
様

一
外
質
素
な
る
御
風
儀
」
だ
が
、
「御
取
稼
御
取
立
方
六
ヶ
敷
、
公
事
訴
訟
裁

許
手
間
取
、
下
方
難
渋
多
、
其
上
御
仕
置
等
度
々
二
て

一
統
恐
怖
仕
、
人
気

不
宜
、
乍
恐
　
此
方
様
御
料
中
之
御
仁
政
を
専
奉
慕
候
人
気
二
御
座
候
」
―

に
示
さ
れ
る
よ
う
な

一
項
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（６
）

（四
）
天
保

一
四
年

（
一
八
四
三
）
年
四
月

「川
越
藩
、
将
軍
日
光
社
参
中
、

相
模
国
小
坪
に
仮
台
場
を
築
く
」

『川
越
市
史
　
第
二
巻
　
近
世
編
』
に
お
い
て
幕
府
は
、
川
越
藩
に
対
し

て
相
州
警
衛
と
ひ
き
か
え
に
二
つ
の
優
遇
措
置
を
認
め
た
と
し
、
そ
の
内
の

一
つ
に
将
軍
の
日
光
参
詣
の
動
番
免
除
を
あ
げ

（同
書
三
八
六
頁
）
、
ま
た
、

こ
の
社
参
中
江
戸
湾
の
警
備
を
命
ぜ
ら
れ
、
観
音
崎

。
十
石
崎

・
旗
山
の
台

場
と
小
坪
村
大
崎
の
仮
番
所
の
四
カ
所
に
人
数
を
配
備
す
る
と
と
も
に
、
昼

夜
二
回
観
音
崎
と
小
坪
村
の
ニ
カ
所
か
ら
相
州
村
々
よ
り
調
達
し
た
手
船
を

出
航
さ
せ
江
戸
湾
と
西
浦
辺
を
見
回
り
警
備
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
各
台
場

へ
配
備
さ
れ
た
人
員
は

一
七
八
名
で
あ
る
と
、
日
光
社
参
中
の
川
越
藩
の
動

向
を
記
し
て
い
る

（同
書
二
九
二
か
ら
九
二
頁
）
。
従

っ
て
日
光
勤
番
免
除
か

ら
日
光
社
参
中
の

一
連
の
事
項
を
年
表
化
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

（五
）
弘
化
二
年

（
一
人
四
五
）
「
二

。
一
七
異
国
船
安
房
白
子
沖
に
出
現
の

報
に
、
忍

・
川
越
両
藩

・
浦
賀
奉
行
出
船
す
る
が
発
見
で
き
ず
　
〓
Ｔ

一
一
米
国
捕
鯨
船
マ
ー
カ
ト
ル
号
浦
賀
入
港
、
日
本
漂
流
民
三
二
名
の

送
還
と
薪
水
補
給
を
求
め
る
　
幕
府
こ
れ
を
請
け
入
れ
、　
一
五
日
帰
帆

こ
の
間
、
沿
岸
諸
村
動
員
多
数

（川
越
藩
、
五
月
に
数
百
人
の
領
民
行

賞
）
〔県
通
史

・
逗
子
二
九
五
〕
」

問
題
点
は
ま
ず
、
こ
の
捕
鯨
船
の
船
名
で
あ
る
。
飯
島
年
表
が

「
マ
ー
カ
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ト
ル
」
を
採
用
し
た
根
拠
は
、
県
史
通
史
編

「
マ
ー
カ
ト
ル
号
の
来
航
」

（
一

〇

一
四
頁
）
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『逗
子
市
史
資
料
編
Ⅱ
』
史
料
番

号
二
九
五
で
は
、
そ
の
注
に

「松
平
藩
資
料

『異
国
船
渡
来
御
人
数
出
別
記

録
　
相
州
』
弘
化
二
年
二
月
廿
六
日
条
よ
り
。
メ
ル
カ
ド
ル
号
は
同
月
十
八

日
に
安
房
沖
に
接
近
し
、
日
本
漂
流
民
二
十
人
の
返
還
と
食
料
補
給
を
行
い

二
月
十
五
日
退
去
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
を
我
々
が
例
会
で

県
史
資
料
編
で
読
ん
だ
の
は
、　
一
九
八
九
年
二
月
の
例
会
で
あ
り
、
こ
の
例

会
の
記
録
は
、
植
山
淳
が

『通
航

一
覧
続
輯
』
も
と
づ
き
な
が
ら

『京
浜
歴

科
会
報
』
第
六
二
号
に
再
構
成
し
て
い
る
（７
）。
こ
こ
で
植
山
は
船
名
を

「
マ

ン
ハ
タ
ン
」
号
と
し
て
い
る
。
「
マ
ー
カ
ト
ル
」
が
正
し
い
の
か
、
「
マ
ン
ハ

タ
ン
」
が
正
し
い
の
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
は
皆
国
内
史
料
を
論
拠

と
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
平
尾
信
子
が

『黒
船
前
夜
の
出
会
い
　
捕
鯨

船
長
ク
ー
パ
ー
の
来
航
』
（８
）に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
側
の
史
料
に
も
と
づ
き
マ

ン
ハ
ッ
タ
ン
号
来
航
の
全
容
を
描
き
だ
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
な

っ

た
。
船
名
は
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
号
、
船
長
の
名
前
が
マ
ー
ケ
ー
タ
ー

・
ク
ー
パ

ー
。
「有
名
な
地
理
学
者
メ
ル
カ
ト
ー
ル
図
法
を
考
案
し
た
メ
ル
カ
ト
ー
ル
を

英
語
風
に
読
め
ば
マ
ー
ケ
ー
タ
ー
」
（同
書
三

一
頁
）
な
の
で
あ
る
。
こ
の
指

摘
に
も
と
づ
け
ば

「
マ
ー
カ
ト
ル
」
も

「
メ
ル
カ
ド
ル
」
も
船
長
の
名
前
が

誤

っ
て
船
名
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
（９
）。
そ
れ
ま
で
、
弘
化
三

年
の
ビ

ッ
ト
ル
来
航
に
つ
い
て
は
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
マ
ン
ハ
ッ
タ

ン
号
来
航
に
つ
い
て
、
ビ

ッ
ト
ル
来
航
の
陰
に
隠
れ
て
、
研
究
上
あ
ま
り
重

視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
事
態
が
飯
島
年
表
に
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
号
来
航
の
意
義
は
、
①

「天
保
の
薪
水
給
与
令
」
以
後
の
は

じ
め
て
の
外
国
船
の
渡
来
で
あ
る
こ
と
、
②
天
保

一
三
年
八
月
江
戸
湾
海
防

の
強
化
策
と
し
て
川
越
藩
に
相
模
の
、
忍
藩
に
房
総
の
警
備
を
命
じ
、
両
藩

に
よ
る
緊
急
事
態
へ
の
対
応
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
中
で
の
は
じ
め
て
の
外

国
船
の
渡
来
で
あ
る
こ
と
、
③
さ
ら
に
は
こ
の
事
態
の
処
理
が

「外
国
江
之

漂
流
民
共
請
取
方
之
儀

二
付
、
去
々
卯
年
相
触
候
趣
も
有
之
候
へ
と
も
、
此

度
は
全

一
時
之
権
道
を
以
て
漂
流
人
於
浦
賀
表
請
取
」
（ｌｏ
）と
い
う
例
外
措
置

が
と
ら
れ
、
開
国
に
至
る
重
要
な
契
機
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従

っ
て
年

表
に
は
発
端
か
ら
終
焉
ま
で

一
連
の
過
程
を
記
載
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

の
過
程
を

『黒
船
前
夜
の
出
会
い
』
と
植
山
の
前
掲

「弘
化
二
年
二
月
の
米

国
船
渡
来
に
つ
い
て
」
に
よ

っ
て
再
構
成
す
る
と
ざ

っ
と
以
下
の
よ
う
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

弘
化
二
年

（
一
八
四
五
）
年
二
月

一
七
日
ア
メ
リ
カ
捕
鯨
船
マ
ン
ハ
ツ
タ

ン
号
上
総
国
守
谷
村

（勝
浦
市
）
に
接
近
、
漂
流
民
由
蔵

（幸
宝
丸
）
と
太

郎
右
衛
門

（千
寿
丸
）
の
二
名
を
浦
賀
奉
行
所
ヘ
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
号
来
航
に

つ
い
て
報
告
さ
せ
る
た
め
上
陸
さ
せ
る
。
つ
い
で
安
房
国
朝
夷
村

（千
倉
町
）

同
じ
く
幸
助
と
留
蔵
を
上
陸
さ
せ
る
。
　
同
日
夕
刻
安
房
国
白
子

（千
倉
町
）

遠
見
番
所

マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
号
を
発
見
。　
一
八
日
松
平
下
総
守
浦
賀
奉
行
所
へ

注
進
。
漂
流
民
二
名
上
陸
確
認
、
取
調
。　
一
九
日
悪
天
烈
風
に
苦
し
み
そ
れ

以
来

マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
号
三
二
日
間
沿
岸
か
ら
離
れ
る
。
日
本
側
も
同
号
を
見

失
う
。
二

一
日
漂
流
民
さ
ら
に
二
名
上
陸
の
こ
と
浦
賀

へ
注
進
。
二
三
日
浦

賀
奉
行
大
久
保
因
幡
守
奉
行
所
に
お
い
て
漂
流
人
を
糾
間
。
江
戸

へ
報
告
。

二
九
日
老
中
漂
流
人
を
勘
定
奉
行
石
川
土
佐
守

へ
引
き
渡
し
に
つ
き
浦
賀
奉

行
に
下
知
。
在
動
浦
賀
奉
行
大
久
保
因
幡
守
、
浦
賀
御
番
所
御
備
等
平
常
に

戻
す
件
に
付
言
上
。
二
月

一
日
御
固
人
数
引
払
根
平
常
に
戻
す
事
を
浦
賀
奉

行
因
幡
守
か
ら
川
越

・
忍
両
藩
に
伝
達
。
二
月
八
日
漂
流
人
、
浦
賀
出
発
。

同
十
日
江
戸
へ
到
着
、
勘
定
奉
行
石
川
土
佐
守

へ
引
渡
す
。
同
日
マ
ン
ハ
ッ

タ
ン
号
安
房
国
洲
之
崎

（館
山
市
）
沿
岸
に
再
接
近
。
忍
藩
物
見
船
を
は
じ

め
百
七
十
艘
が
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
号
を
取
り
囲
み
乗
留
し
、
館
山
港
曳
航
停
泊

さ
せ
る
。
十

一
日
引
き
舟
に
て
浦
賀
に
入
津
。
十
二
日
浦
賀
奉
行
大
久
保
因

幡
守
、
漂
流
民
護
送
の
始
末
、
異
人
へ
の
下
さ
れ
も
の
に
つ
き
老
中

へ
言
上
。

老
中
阿
部
正
弘
か
ら
在
府
浦
賀
奉
行
土
岐
丹
波
守
へ

「
一
時
之
権
道
を
以
て
」

漂
流
人
の
浦
賀
表
請
取
、
食
料
薪
水
給
与
を
指
示
。
十
五
日
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン

号
出
帆
。
十
六
日
所
警
衛
の
人
数
引
き
払
い
、
平
常
に
戻
す
。

（六
）
参
考
欄
嘉
永
三
年
二
月
七
日

「川
越
藩
主
松
平
斉
典
卒
、
典
則
相
続
」

『川
越
市
史
』
第
二
巻
五
三

一
頁
及
び

『前
橋
市
史
』
第
二
巻

一
〇
九
八
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頁
に
よ
れ
ば
、
斉
典
の
死
去
は
嘉
永
二
年

一
二
月
五
日
、
翌
三
年
二
月
に
斉

典
の
四
男
典
則
が

（幼
名
誠
丸
、　
一
五
歳
）
家
督
を
相
続
し
、
斉
典
同
様
相

州
御
備
場
御
用
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
と
あ
る
。
年
表
は
誤
り
を
含
ん
だ
記
述

で
あ
り
、
訂
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
飯
島
年
表
、
嘉
永
二
年

一

二
月
二
三
日

「幕
府
海
防
の
功
に
よ
り
川
越
藩
主
松
平
斉
典
を
帝
鑑
間
詰
に
、

忍
藩
主
松
平
忠
国
溜
詰
に
昇
格
さ
せ
る

〔続
実
紀
〕
」
と
の
関
連
が
問
題
に
な

る
。
幕
府
は
斉
典
の
死
を
知

っ
て
い
て
昇
格
さ
せ
た
の
か
ど
う
か
。
明
ら
か

に
さ
れ
ね
ば
な
ら
い
課
題
で
あ
る
。

（七
）
以
下
彦
根
藩
登
場
以
後
ペ
リ
ー
来
航
ま
で
の
飯
島
年
表
に
欠
け
て
い
る

重
要
と
思
わ
れ
る
事
項
を
列
挙
す
る
（じ
。

①
弘
化
四
年
四
月

一
一
日

浦
賀
奉
行
浅
野
長
詐
、
警
備
方
略
の
試
案
を
浦
賀

奉
行
に
提
出
。

②
同
年
四
月
二

一
日
　
幕
府
、
浦
賀
来
航
の
外
国
船
の
乗
留
及
問
情
を
長

崎
の
例
に
倣

っ
て
奉
行
を
し
て
専
行
さ
せ
警
備
四
藩
の
警
選
船
の
派
出
を

や
め
る
こ
と
の
可
否
を
海
防
掛
に
諮
問
す
る
。
海
防
掛
、
そ
の
不
可
を
答

申
す
る
。

③
同
年
五
月
二
四
日
　
浦
賀
奉
行
、
戸
田
氏
栄
、
警
衛
四
藩
に
対
し
て
、
あ

ら
か
じ
め
警
備
方
法
を
議
定
し
、
協
力

一
致
平
穏
を
旨
と
す
べ
き
幕
令
を

伝
え
る
。

④
同
年
九
月

一
四
日
　
幕
府
、
更
に
警
備
四
藩
に
令
し
て
警
備
方
略
を

一
定

し
、
あ
ら
か
じ
め
錯
誤
の
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
。
四
藩
協
議
す
る
。

⑤
同
年

一
〇
月

一
七
日
　
警
備
四
藩
、
江
戸
湾
警
備
方
略
の
試
案
を
浦
賀
奉

行
に
提
出
。

⑥
同
年

一
二
月

一
二
日
　
幕
府
、
あ
ら
か
じ
め
外
国
船
に
示
す
べ
き
欧
文
諭

告
書
を
作
り
、
警
備
四
藩
に
交
付
。

⑦
同
年

一
二
月
二
五
日
　
浦
賀
奉
行
浅
野
長
詐
、
江
戸
湾
警
備
方
略
の
要
綱

を
警
備
四
藩
に
指
示
し
、
審
議
さ
せ
る
。

以
上
例
会
記
録
や
会
員
諸
子
の
ご
教
示
に
も
と
づ
き
飯
島
年
表
を
考
察
し

て
き
た
が
、
飯
島
年
表
の
意
義
は
す
こ
し
も
変
わ
ら
な
い
。
は
な
は
だ
勝
手

で
は
あ
る
が
、
こ
の
年
表
が
さ
ら
に
研
究
史
を
ふ
ま
え

《読
む
》
年
表
と
し

て
進
化
さ
れ
る
こ
と
を
。
さ
ら
に
は
海
防
史
の
研
究
者
は
年
表
に
つ
い
て

個
々
に
処
理
す
る
の
で
は
な
く
、
絶
え
ず
元
に
な
る
年
表
を
共
有
財
産
と
し

て
育
て
る
よ
う
す
る
こ
と
を
切
に
望
む
も
の
で
あ
る
。

（九
七
年

一
〇
月
二
九
日
記
）

注
（１
）

（２
）

（３
）

（４
）

（５
）

（６
）

（７
）

（８
）

（９
）

な
い
。

１０
）
　

『通
航

一
覧
続
輯
附
録
巻
之

一　

海
防
部
三
』
弘
化
二
年
二
月
十
二
日

ｎ
）
　

こ
れ
ら
す
べ
て

『大
日
本
維
新
史
稿
本
』
か
ら
採
録
し
た
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
こ
れ
ら
は
松
田
隆
行
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

飯
島
セ
ツ
子

「江
戸
湾
海
防
史
年
表
」

（『三
浦
古
文
化
』
第
４６
号
、

一
九
八
九
年
十

一
月
）

同
右
五
七
頁

拙
稿

「相
州
に
お
け
る
会
津
藩
の
統
治
」
（『京
浜
歴
科
会
報
』
ｍ
５２

号
、　
一
九
八
八
年
五
月
二
五
日
）

『会
津
若
松
市
史
』
第
四
巻
七
三
頁

拙
稿

「天
保
川
越
藩
の
相
州
支
配
」
（京
浜
歴
科
会
報
ｍ
５９
号
）

前
掲
注

（３
）

「弘
化
二
年
二
月
の
米
国
船
渡
来
に
つ
い
て
」

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ

ッ
ク
ス
、　
一
九
九
四
年
七
月
刊

但
し
平
尾
は
船
名
の
日
本
側
の
言
い
伝
え
に
つ
い
て
は
考
察
し
て
い
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